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義
貞
連
出
議
案
帯
　
f
　
号

戦
後
強
制
抑
留
者
の
補
偵
実
現
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て

右
事
件
に
つ
い
て
､
別
紙
の
と
か
1
,
内
尚
総
理
大
臣
､
法
軸
大
臣
､
大
磯
大
臣
､
外
癖
大
臣
､
厚
生
大

臣
､
自
治
大
臣
'
総
理
府
総
務
長
官
に
意
見
書
を
産
出
す
る
.

昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
二
日
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石

　

山

　

利
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賛

成
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朝

町

議

会

議

員

　

　

蚊

　

門

男
五
i
B
重
苦
芸
8
康
幸
可
敢三

朝
町
議
会
頭
長
牧
田
嶺

正
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三

　

で

戦

後

強

制

抑

留

者

の

　

補

　

償

実

現

に

幽

す

る

意

見

書

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
大
平
洋
戦
争
の
終
結
に
よ
･
s
h
､
我
国
陸
海
軍
将
兵
は
武
装
解
除
を
受
け
た
る
優

(

各
自
平
和
な
家
庭
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

そ
の
中
で
､
ソ
連
軍
の
支
配
下
に
移
っ
た
将
兵
同
胞
は
｢
準
偶
に
代
る
意
味
を
も
つ
労
務
の
提
供
者
｣
と

I
 
J
て
ソ
連
領
内
に
亜
致
さ
れ
､
遠
-
中
央
ア
ジ
ナ
か
ら
極
北
に
至
る
辺
境
で
首
藤
に
絶
す
る
苛
酷
を
労
働
を

強
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
o
敗
戦
と
い
う
精
神
的
軍
何
に
加
え
て
零
下
四
〇
度
を
こ
え
る
気
候
風

土
と
劣
悪
を
衣
食
住
の
下
で
の
葺
労
働
は
且
っ
て
の
,
S
か
浸
る
戦
争
に
も
お
と
ち
を
い
嶺
性
を
強
S
る
結
果

と
を
少
事
実
そ
の
死
亡
率
は
､
過
去
数
次
の
撃
俊
を
通
じ
て
の
華
南
の
｣
○
帝
に
及
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
｡

我
国
政
府
は
'
こ
れ
ら
抑
留
者
と
そ
の
遺
族
に
対
し
､
過
ぐ
る
日
の
忍
従
の
労
苦
に
対
し
て
公
正
に
評
価

し
､
速
や
か
に
左
記
事
項
の
補
償
を
さ
れ
る
よ
う
強
く
尊
皇
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

記

7
'
ソ
連
抑
留
者
と
そ
の
遭
族
に
対
し
て
強
制
労
働
に
相
応
す
る
賃
金
補
償
を
さ
れ
た
い
こ
と
｡

こ
､
ソ
連
抑
留
者
と
そ
の
遭
族
に
対
し
て
精
神
的
被
害
に
つ
い
て
)
の
慰
謝
料
を
支
給
せ
ら
れ
た
i
こ
ノ
と
｡

三
'
抑
留
期
間
中
の
横
性
大
を
る
に
鮮
み
■
恩
給
法
上
の
抑
留
加
算
を
二
年
と
改
正
′
せ
ら
れ
た
い
こ
と
O
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現
地
叢
参
､
准
骨
送
蛍
を
早
勘
に
実
現
せ
ら
れ
た
い
こ
と
.

右
'
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
窮
二
項
の
規
定
に
ょ
少
､
意
見
轟
を
礎
出
す
る
0

昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
二
日
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